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まちの価値を高めるまちづくりと区画整理
−現場実務からの視点−

論壇

1．はじめに
東日本大震災から6年が過ぎ、被災地の復興
が進んでいる。既に宅地整備が完了し、新たな
住宅で新年を迎えられた人もいたと報道にあ
る。しかし、地区全体の仮換地指定まではなか
なか厳しい状況もあるように聞いている。それ
でも6年の時が流れた。そろそろ次のステップ
に眼を向けてもよい頃であろう。
上下水道の敷設、道路舗装がほぼ完了し、使
用収益を伴う仮換地指定が行われれば、住宅の
建築が可能となる。その時に区画整理と連動し
つつ、注意しておくべき事項が、実はいろいろ
ある。
区画整理を「都市計画の母」と呼んだのは、
昭和初期の都市計画技術者であった。この言葉
を先輩から聞いたのは、昭和の時代であった。
最近は、柔らかな日本語である「まちづくり」
という言葉が一般化し、区画整理はもちろん、
都市計画さえも「まちづくり」に包含されて語
られるようになっている。
区画整理が、まちづくりの一部であり全部で
はないことは言うまでもないが、実は区画整理
は住民の生活に関係する様々な事項を引き受け
ている。公共公益施設、いわゆるインフラの整
備に関する部分の大半は、区画整理の守備範囲
だと自覚できるが、まちづくりのソフトウェア
の部分までの関与を意識して事業を行うことは
簡単ではないかもしれない。
そこで、この機会にまちづくりの中で区画整
理事業と調整しながら進めておくべき実務的な
内容について、考えてみたい。

2．まちづくりのソフトウェアとハードウェア
まず、大きく分けて、まちづくりのソフトウェ

アとハードウェアという視点である。
かつて、大都市郊外でニュータウン開発が盛

んに行われた時代では、区画整理のソフトウェ
アの最たるものは地権者の生活再建、中でも営
農継続が大きな部分を占めていた。施行地区内
の農家が営農の継続を希望することが多かった
からだ。1975年に大都市法が制定されて集合農
地区での耕作は格段と自由度が増し、大規模
ニュータウンでは様々な営農のため工夫もされ
ていが、小規模な都市近郊の区画整理では、U

字型側溝にパイプを通して水田耕作をしていた
事例もあった（もちろん暫定的な対応ではある
が）。大規模農家の多くは時間をかけて農業か
ら不動産業へ転換していったが、区画整理施行
者も上記のような工夫も含め、様々な形で協力
したものである。
また、商店街近代化事業や、中心市街地活性

化事業とタイアップして施行される区画整理も
多い。まさに、まちづくりのソフトウェア部分
まで施行者が、地権者とコラボレーションして
いる。最近のエリアマネジメントと協同したま
ちづくりもそうした延長線上の活動と位置付け
ることもできる。
さて、市民にとって最も「価値ある町」とは、

快適な生産・消費活動が保証された、安全な空
間のことであろう。17世紀の英国の都市計画家
クリストファー・レンがロンドン大火の後に区
画整理を構想した事例からもわかるように、区
画整理が防災面で果たす役割は極めて大きなも
のがある。いざというときに消防車が入れる区

全日本土地区画整理士会理事
足利工業大学　教授　簗瀬　範彦



区画整理士会報 2017.3 No.185 3

画道路の整備が火事の被害を最小化することは
自明である。区画整理をすると町の価値があが
るということでもある。
もちろん、区画整理はあくまでも手法であり
目的ではないが、様々な都市施設をパッケージ
として整備できるため、区画整理をやればまち
づくりになるという説明も大きくは間違っては
いないだろう。しかし、この20年間でインフラ
の整備から維持・管理へと時代は大きく変わっ
た。これに伴い、町の価値に対する市民意識も
変わったように感じる。
改めて、「町の価値とは何か」を考えてみた。
少なくともインフラの整備水準だけでは測かれ
ないだろう。最近では、歴史的な建築物を保存、
修復することで高まる価値があることが広く認
識されるようになっている。昭和三十年代の街
並みが、電柱を撤去し、舗装を変えることで観
光資源として復活する事例もある。建築基準法
も消防法も前述の町の安全という価値を高める
制度ではあるが、その視点だけでは説明できな
い「町の価値」に住民が気付き、インフラ整備
による安全性の向上と比較衡量してまちづくり
の方向性を判断する時代になりつつあるのかも
しれない（こうした思潮に慧眼にも前から気づ
き、それを支援して来た先覚者の存在はもちろ
ん知っているが）。
インフラ整備というまちづくりのハード
ウェアは分かり易い町の価値だが、街並みその
もの、その維持管理のための市民活動といった
まちづくりのソフトウェアも町の価値である。
ということは、自治会の防犯活動が幼児を守り、
それが町の価値となるということでもあるし、
清潔であること、即ち、ゴミが捨てられていな
いことも町の価値である。電柱のない景観が町
の価値を形成することは今更言うまでもない
（地価に何％反映するかという論考も本誌の特
集記事にある）。町の名前もまた、まさに「ブ

ランド」として町の価値である。そして、町名
は住民のアイデンテイテイの基になる。
このように考えてくると、「まちづくりとは、

まちの価値を向上させるために行われるあらゆ
る営み」のことだと言える。
一方、「町名地番の変更」は換地処分の内容

に位置づけられおり、区画整理とは切っても切
れない事項である。しかし、法律的には、その
目的は区画整理によって整備された街のアイデン
テイテイの確立ではなく、不動産の表示登記の
合理化であり、その背景には財産権の保護の思
想がある。あくまで、整備された公共施設や形
質変更された区画の境界に整合するように町名
や地番を変更するものが町名地番の変更である。
さらに居住者の利便のための住居表示の変

更がこれに加わることもあり、「慣れ親しんだ

写真−1　路上建柱の事例1）

写真−2　宅地内建設柱の事例2）

1）http://nakaichi.hamazo.tv/e2641156.html

2）http://garden.misawa.co.jp/exteriordesign/design_86/
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町の名前が区画整理によって変わったのがけし
からん」的な議論も時々、見受けられるが、こ
れは、ちょっと筋が違うような気がする。町名
の選択は住民側の問題であり、区画整理の制度
や手続きの問題ではないからである。これにつ
いては、後述する。
さて、まちづくりのハードウェアに属する部
分であるが、建柱の問題がある。電力用や通信
用の建柱は電力会社や通信会社の仕事である
が、将来の換地の境界を知りえる者は区画整理
施行者であるから、建柱位置の調整は土地所有
者の便宜のためにも区画整理施行者が行う必要
があることになる。宅地内建柱か路上建柱かと
いった位置の問題だけでなく、支線の位置まで
事前に調整する必要があるが、そんなことまで
触れている区画整理の教科書は多くない。
また、ゴミ集積場（ごみ置き場）は、生活上
の優先度の高い施設であるが、公共用地である
必要はない。交通の支障にならなければ路上で
あっても構わない。そもそも法的に明確な規定
がないようである。公共用地として道路の隅角
部に設ける場合もあれば、全く区画整理で考慮
しない場合もある。
余談であるが、かつて、ごみ置き場を設置し

ようとしたところ、当該宅地の向かい側の地権
者に反対されたことがある。「俺の土地の不動
産価値を落とすのか」と、典型的なNIMBYの
発言であった。その結果、設置に強制力がある
訳ではないから、中止した。近所に適地がなく、
そのNIMBY氏の奥さんは二～三百メートルも
離れたゴミ置き場まで回収日のたびにゴミを運
ぶことになった。区画整理事業としては、どう
することが最善であったのだろうか。また、ど
こまで関与すればよかったのか、今もよくわか
らない。ただ、合意形成の難しさに関する記憶
として残っている。

3．町名地番整理について　
区画整理事業の最終段階である換地処分を

定めた法第103条第5項に「換地処分の結果、市
町村の区域内の町又は字の区域又は名称につい
て変更又は廃止をすることが必要となる場合に
おいては、前項の公告に係る換地処分の効果及
びこれらの変更又は廃止の効力が同時に発生す
るように、その公告をしなければならない。」
とあることから、町名地番整理は事業の最終段
階で行えばいいと思うかもしれないが、実際は
仮換地指定が行われ、宅地の使用収益が開始さ

写真−3　ゴミ置き場の事例（隅切り部）3） 写真−4　ゴミ置き場の事例（宅地内）4）

3）http://www.mh-hadano.com/blog/?p=1404

4）http://plaza.rakuten.co.jp/fumiko1/diary/200707040002/

※ NIMBY（ニンビー）とは、「Not In My Back Yard（我家の裏庭には嫌だ）」の略語で、「施設の必要性は認めても、
自分の家の近くには作るな」と反対する住民や、その行為を指す言葉である。嫌悪施設を忌避する言葉として
使われる（Wikipedia等参照）。
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れれば、施行地区内での建築行為と居住が開始
される（施行以前から継続して居住している場
合も含む）。
換地処分前は法的には従前地の地番が効力
を有するために、仮換地指定された底地（仮換
地の従前地ではなく仮換地先の従前地、もちろ
ん原位置換地であれば同じになる）の地番が法
的には意味を持ち、住所の表示に使用されるこ
とになる。
これは新しい居住者にとって不便である。地
権者は従前地の地番と仮換地先の街区番号、画
地番号は知っているが、仮換地先の底地の地番
などに一般的に興味を払うことはないからであ
る。もし、施行者と行政が何らかの対応をしな
ければ、こうした状態が仮換地指定から換地処
分時まで継続し、換地処分によって一気に新た
な町名地番が使用されることになる。同じ場所
に住みながら、住所や地番が変わるのは無用の
混乱を招く。
「住居表示に関する法律」に基づいて仮換地
指定段階で新たな住居表示を行い、換地処分後
も継続して使用するようにする自治体もある。
とはいえ、「何丁目何番」であれば、住居表示
であり、「何丁目何番地」であれば、地番であ
るといった程度の差異しかなく、住居表示に比
べて地番を使う機会は、土地の売買や相続時等
に限られるから、意識に上る機会は少ないから、
ほとんど気に留めない。しかし、できることな
らば、早めに住居表示をしておいた方がいいよ
うに思う。
さて、随分前のことであるが、住居表示に関
する法律に基づかず、「予定町名と予定地番」
として先行的に将来の町名地番の使用を検討し
たことがある。厳密に言えば、フライングであ
るが、住居表示に関する法律の施行をするには
手続きに時間がかかり、入居に間に合わないと
いう事情もあった。行政の担当者が、その方法
の手続き的な瑕疵を懸念して施行を見送った。
その結果、底地番を使わざるを得ない新規の入
居者からの苦情により、当初計画から1年程遅

れて予定地番を使用することになったと後から
聞いた。換地処分前に先行的に将来の住居表示
なり、予定の地番を使用できる合理性は大きい。
今流に言えば、「住民ファースト」であろう。
町のブランドやアイデンテイテイとなる新

しい町名は関係者で大いに議論して決めればよ
いことであるが、時期は早い方がいいだろう。
事業開始以後、新規住民は保留地の処分により
増えるだろし、いずれ換地処分の時期が迫ると
施行者側は落ち着いて新町名のための議論の時
間がなくなってくるからである。由緒ある字名
をそのまま利用するか、由来がわかるようにし
た上で「○○が丘」などと呼称に変化を付ける
か、あるいは、全く新しい名称にするか、それ
こそ関係者の総意に基づいて決めればよいこと
である。しかし、審議時間不十分となれば、納
得できない人々に感情的な問題を残す可能性も
ある。

4．おわりに
無電柱化が大きな国の方針になったとはい

え、急に全ての区画整理施行地区で無電柱を行
いこともできないだろうから、建柱や支線の調
整は早く進めたほうがいいに違いない。仮換地
の引き渡し時点で支線が車庫の前にあることが
わかり、トラブルになることがないとも言えな
いからだ。ゴミ集積所も然りである。町名地番
の変更もまた同様である。その他、実に様々な
事柄が区画整理には関係してくる。まさに「ま
ちづくり」という言葉が相応しい。
少しでも支障なく、円滑に、地権者にとって

も気持ちの良い区画整理の施行を望むために
は、本稿で取り上げた事項を少し前に準備をす
れば足りるのではないだろうか。しかし、こう
した関連事業のどれ一つとっても関係機関、行
政内部の関係課、町内会等々との調整が必要に
なってくる。大規模な事業も小さなイベントも
囲碁でいうところの「着眼大局着手小局」が大
切なことは何ら変わりがないない。そして、こ
うした様々な行為の積み重ねが、町の価値の向
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上に繋がっていくのだと考えている。
最期に、被災地での復興を始めとして全国で
区画整理にご尽力戴いている皆さんにお願いが
ある。基本計画の作成に邁進し、事業計画の認
可を苦労して得た後、換地設計の合意も順調に
進んでいるときにこそ是非、本号の特集記事に
あるような事項に注意を払っていただきたい。
老婆心までの論考と思っていただければ幸いで

ある。
また、昨年は熊本地震や糸魚川市の大規模火

災など大きな災害が相次いだ。今後も災害復興
に区画整理が果たす役割は大きなものがあるに
違いない。そのときに町の価値を向上させると
いう視点で、復興のまちづくりを考えていただ
ければ、と願っている。


